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２．公共交通事業者の取組 

①JR西日本 

◆ハード面の取組 

（１）京都駅ホーム柵【実施中】 

・ ２番（湖西線：近江今津方面，琵琶湖線：米原方面）及び５番のりば（JR 京都線：

大阪方面）における昇降式ホーム柵整備のため，引き続き工事を実施。 

（２）西大路駅のバリアフリー化【実施中】 

・ 北側駅舎，こ線橋，エレベーター，バリアフリートイレ，ホーム屋根，内方線付き点

字ブロック等の整備のため，引き続き工事を実施。 

【イメージパースと写真】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※ アクセス通路整備は京都市が整備 
 
 

◆ソフト面の取組 

(１)社員によるお身体の不自由なお客様への対応能力の向上、知識の習得 

・ 「バリアフリーマニュアル」配布・教育実施，「サービス介助士」の資格取得 

(２)お客様同士の「共助」の呼びかけを継続的に実施 

・ 駅・車内における放送，動画・ポスター等による啓発 

②近畿日本鉄道 

① 

③ 

② 

①こ線橋の新設[JR 施工] 

②アクセス通路（東側）[京都市] 

③アクセス通路（西側）[京都市] 

※ 新設する北側駅舎と現況道路をつなぐ 

   アクセス通路(ＥＶ含む)は京都市が整備  
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◆ソフト面の取組 

・お客様への介助等に関する教育を継続的に実施。 

・運輸係員の新規助役登用者に対し「サービス介助士」資格を取得させる。 

・自社ホームページにて「バリアフリー施設のご案内」を掲出し，バリアフリー経路・設

備の案内を継続掲載。 

 

③阪急電鉄 

◆ハード面の取組 

（１）西京極駅のトイレのリニューアル工事にあわせたバリアフリートイレの増設（令和３年 3月）  

〇子育て世代や高齢者などの利便性を考慮した「きれい」で「統一感」のあるトイレ

へのリニューアル工事を沿線各駅で順次実施中。 

 →温水洗浄便座の設置，パウダーコーナーやベビーシート・ユニバーサルシートの

設置，オストメイトの方の利便に配慮した簡易型オストメイト用設備の整備など 

〇既存トイレのリニューアルに併せて，車いすをご利用のお客様やオストメイトの 

 方が円滑にご利用いただけるバリアフリートイレを増設（ユニバーサルシート有り）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜リニューアル前＞ ＜リニューアル後＞ 

バリアフリートイレの内観 

バリアフリートイレ 

バリアフリートイレ 
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（２）車両のバリアフリー化（車内の車いすスペース確保）【継続】  

※ 1車両に 1箇所の「車いすスペース」確保に向けて整備中 

 〇新造車両においては，1箇所/1車両の設置。 

 〇既存車両での 1箇所/1車両の設置を順次実施中（車両改造時）。 

  → 令和２年度末時点で 161編成／184編成に設置済み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ソフト面の取組 

（１）社員のスキルアップのための取り組み 

意識啓発：障がい当事者を招いた誘導案内訓練の実施やサービス介助士取得の推進 

 ※駅係員や運転係員に対し「サービス介助士」の資格取得を推進すると共に，社内

の教育，研修（採用・登用時等）の際に独自のテキストを用いて指導・教育を実施。 

 〇インスタントシニア体験学習の実施 

  →入社時，車掌・運転士昇格時に実施 

 〇サービス介助士の取得推進 

  →累計取得者数1,208名 令和３年度の取得者数54名（令和３年12月時点） 

 〇交通事業従事者を対象とした手話教室の受講 

  →累計受講者数 40名 令和３年度の受講者数 0名（コロナウイルス感染拡大に

鑑みて受講見送り） 

 

 

車両改造時に車いすスペース設置（1箇所/1車両） 
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（２）情報提供の強化（運行情報ディスプレイ，専用アプリによる情報発信） 

 ※ 駅のディスプレイや HP，お客様向け専用アプリ（TOKKアプリ），Twitter等 

  での運行情報発信を実施。 

 〇運行情報ディスプレイによる運行情報発信（全駅・全改札口） 

 〇お客様向け専用アプリ（TOKKアプリ）による運行情報発信 

 

＜サービス介助士の疑似体験風景＞ 

＜インスタントシニア体験学習の風景（左：机上学習／右：実地学習）＞ 

【お客様専用アプリ（TOKKアプリ）】 

電車の走行位置をリアルタイム表示 

 

【運行情報ディスプレイ】 

運行状況をリアルタイムでお知らせ 
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④京阪電気鉄道 

◆ハード面の取組 

○鳥羽街道駅のバリアフリー化【実施中】 

・ 令和 3年度は，平成 31年 3月に策定した「東福寺地区バリアフリー移動等円滑

化基本構想」に基づき，鳥羽街道駅のバリアフリー化のための工事を実施。   

 

【整備概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①改札口の新設 

・地下通路を通らずに淀屋橋（大阪）方面ホームを 

利用いただけるよう，改札口を新設 

②スロープの整備 

・道路～改札口～ホームへのバリアフリー

経路を確保するため，スロープを新設 

③トイレの整備 

・既存トイレを撤去，男性用，女性用のトイレを新設 

・異性の方の介助にも対応した男女共用のバリア

フリートイレを新設 

・トイレ入口に点字案内板を新設 

④券売機の蹴込スペースの整備 

・車椅子の方も利用しやすいよう，券売機下 

の壁面を後退させ，蹴込スペースを整備 
 

⑤点字案内板の改良 

・駅構内の設備等の配置を示す点字案内板 

を改良 
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【現況写真】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①新設したバリアフリートイレ(工事中は女性ト
イレとして使用)及び男性トイレ 

②改札口から上りホームへ向かう階段及び   
 地下道に至る階段（スロープ工事中） 

③淀屋橋方面ホームから地下道へ向かう階段 

 （スロープ工事中） 
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◆ソフト面の取組 

〇運行情報の提供 

・ 令和3年9月から京阪線の「列車走行位置」情報をお客さまのスマートフォンやタ

ブレット，PCでご確認いただけるサービスを開始。 

（列車の遅延や運転見合わせが発生した際に，視覚的かつ速やかにお伝えします。） 

 
 

 
 

なお，車内では，扉上部に設置したモニターで，列車の運転見合わせが発生した

場合，速やかに情報を表示するようになっております（※モニターは新型車両及び改

修車両に設置）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇鉄道部門を対象とした接遇・介助の研修を実施 

・お客さまに「安心」して鉄道をご利用いただけるよう接遇・介助研修を実施。 

サービス提供画面（イメージ） 

研修の様子 



9 

 

⑤京福電気鉄道 

◆ハード面の取組 

ホームの補強・補修に合わせてスロープの設置等によるバリアフリー化を順次実

施。 
 
（1）帷子ノ辻駅のバリアフリー化【完了】 

・令和２年度から令和３年度にかけて，帷子ノ辻駅のホームかさ上げ及び視覚障害

者誘導タイルの敷設等を実施。 
 

（２）有栖川駅・車折神社駅のバリアフリー化【実施中】 

・令和３年度は，有栖川駅，車折神社駅において，ホームのかさ上げやスロープの新

設工事を実施中。 
 
【有栖川駅バリアフリー化計画平面図】 

 
 

【車折神社駅バリアフリー化計画平面図】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

スロープ新設 

スロープ新設 
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◆ソフト面の取組 

（１）「日本ケアフィット共育機構の『サービス介助士』」の資格を令和６年度中に鉄

道関係従事者全員の取得を目指す。 

令和２年度には，鉄道関係の監督職以上の役職員等，概ね1/3に当たる計28名が

サービス介助士の資格を取得。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）令和 3年度春から京福電鉄線でもミライロ ID※に対応 

※ミライロ ID…障害者手帳を所有している方を対象としたスマートフォン向けアプリ。障害

者手帳の情報，福祉機器の仕様，求めるサポートの内容などを登録することができる。障害

者手帳と同様に，公共機関や商業施設において，「ミライロ ID」を提示することで障害者割

引や必要なサポートをスムーズに受けられる。 
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⑥叡山電鉄 

◆ハード面の取組 

〇車両のバリアフリー化（車内の車いすスペース確保）【継続】 

・平成 29 年度から 1 両編成の車両改修工事に併せて，既存のシート部分の一部

（1.6ｍ）を車椅子スペースとして順次確保しています（8両中３両実施）。 

・令和７年度までに全ての１両編成車両について，車いすスペースの確保を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ソフト面の取組 

・係員配置駅では，身体の不自由な方等に対して積極的に声掛けを行い，電車との

接触やホームからの転落を未然に防ぐ取り組みを行っている。 

・無人駅では列車・指令・駅で連絡を取り合い，利用者の安全と利便性を確保してい

る。 

 

 

車いすスペースに

暖房設備を設置！ 
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・駅アナウンスによる障害者女性へのストーカー被害が引き起こされた事例に

ついて社内研修を実施。 

 
 

 

 

 

叡山電車では放送を使用してお客さまの目的地を共有する状況は少ないと

思われるが、放送を活用して情報伝達を行うことは禁止する。 

また、駅と運転士の間等で伝達する場合でも他のお客さまが聞き取れるよ

うな大声で伝えることのないよう配慮すること。 

2021年 12月研修資料 
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⑦京都バス 

◆ハード面の取組 

車両のバリアフリー化（ノンステップバスの導入）【継続】 

・ 例年，１年に５～７両のノンステップバスを導入。 

 ・ 令和３年度についてはコロナ禍の影響で導入台数は3台となったが，令和４年度

以降についても引き続き導入していく予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ソフト面の取組 

・ 新入運転士や事務員に対し，バスへの車いす乗降補助訓練を実施。 

・ 加えて，実際に車いすに座って乗降する体験や，高齢者疑似体験キットを用いた

バスへの乗降体験を行い，身体の不自由な方の立場に立った接遇と特性に応じ

た安全運行が行えるよう取組を実施。 
 
【訓練の様子】 

 

令和 3 年度導入のノンステップバス 3 両 

 

） 
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⑧京都市交通局 

◆ハード面の取組 

（１）市バスにおけるバリアフリー化 

ア 車両【継続】 

・ 現在，バス車両の更新時には，ノンステップバスを導入することとしており，令和３

年度は４２両を導入予定。 

イ バス停【継続】 

・ バス停留所の整備においては，視覚障害者誘導用ブロックの設置や歩道のマウ

ントアップ化を行っている。 

 

（２）地下鉄におけるバリアフリー化【継続】 

ア 北大路駅への可動式ホーム柵設置に向けた取組【新規】 

・ 地下鉄ホームの更なる安全対策として，北大路駅への可動式ホーム柵の設置に

向けた取組の推進。 

・ 令和３年度は設置に向けた設計を完了し，工事に着手（令和４年度中に供用開

始予定）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 地下鉄烏丸線新型車両への更新【新規】 

・ 現行の烏丸線車両２０編成のうち，開業以来４０年使用し老朽化した９編成につ

いて，令和３年度から令和７年度にかけてバリアフリー設備を充実した車両に順次

更新。 

・ 令和３年度は，更新対象車両９編成のうち１編成を更新（令和４年３月営業運行

開始予定）。 

烏丸線可動式ホーム柵 

 

） 
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＜新型車両における主なバリアフリー対応＞ 

・ 車両床面とホームの段差低減 

・ 両端車両の運転室寄りには，車椅子やベビーカーを御利用のお客様のみならず，介

添えの方や大きな荷物をお持ちのお客様にも安心・快適に御利用いただける多目

的エリア（おもいやりエリア）の設置や全車両に車椅子・ベビーカースペースの設置 

・ 視覚に障害がある方にも乗降口がわかりやすくなるよう乗降口ドア外側への車体と

異なるカラーリングによる視認性の向上 

・ 座席への縦手すり及び吊り手の増設 

・ 聴覚に障害のある方にも運行情報などの案内が見やすくなるよう全扉への運行表

示器の設置 

 

 

◆ソフト面の取組 

(1) 市バスにおける取組 

ア 「交通サポートマネージャー（※）」の資格を持つ職員の養成【継続】 

・ 高齢の方や障害のある方に対する接遇・介助の基本を習得した「交通サポ

ートマネージャー」の資格を有する職員の養成。 

・ 令和２年度末時点で延べ６４名養成しており，令和３年度は新たに３０名養

成予定。 

 

 

 

イ 新規採用市バス運転士への研修【継続】 

・ 新規採用市バス運転士の研修時において，障害のある方を講師とした研修

を実施。 

車椅子・ベビーカースペース 

 

 

乗降口ドア外側の 

カラーリング 

 

運行表示器 

 

 

※ 公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団が交通事業者向けに実施している

プログラムで，研修を修了することで資格が認定されます。 
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ウ 所属研修の実施【継続】 

・ 全運転士及び運行管理者等が受講する所属研修において，高齢の方又は

障害のある方への対応や，人権に関する知識を深める研修を実施。 

   

 

 

 

 

(2) 地下鉄における取組 

ア 「交通サポートマネージャー」の資格を持つ駅係員の養成【継続】 

・ 高齢の方や障害のある方への接遇・介助の基本を習得した「交通サポート

マネージャー」の資格を有する職員の養成。 

・ 令和２年度末までに延べ１３２人を養成しており，令和３年度は３０人養成。 

 

 

イ 新規採用駅職員への研修【継続】 

・ 新規採用駅職員の研修時において，障害のある方を講師とした研修を実施。  

    ウ 所属研修の実施【継続】 

・ 全運輸関係職員が受講する所属研修において，高齢の方又は障害のある

方への対応や，人権に関する知識を深める研修を実施。 

エ 視覚障害者団体の皆様と連携した安全啓発活動の実施【継続】 

・ 視覚障害者団体や他の鉄道事業者等と連携し，公共交通を利用される方々

に対し，視覚に障害のある方への積極的な声掛けをお願いする共同啓発活

動の実施。 

・ 令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響を見極めながら，共同啓発

活動又は交通局単独での啓発活動の実施に向けて検討。 

 

 

 

 

 

 

令和元年度に実施した「第 53回白杖安全デー」における啓発活動の様子 

 

※ 公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団が交通事業者向けに実施している

プログラムで，研修を修了することで資格が認定されます。 
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２．京都市の取組 

◆ハード面の取組 

〇補助金の交付【継続】 

・ 各鉄道事業者が実施する駅のバリアフリー化整備に対して補助金を交付。 

 

○道路のバリアフリー化【継続】 

・ 令和２年度に，西大路地区及び東福寺地区（鳥羽街道エリア）の道路特定事業
計画を策定。 

・ これにより，重点整備地区全２４地区において，道路特定事業計画の策定が完了。 
・ 令和３年度は，下記の地区で工事及び設計を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
図ー２ 令和３年度道路のバリアフリー化工事等実施地区箇所図 

 
表ー１ 令和３年度道路のバリアフリー化工事等実施地区一覧 
№ 地区名 № 地区名 
① 河原町地区 ⑥ 大宮地区 
② 東福寺地区 ⑦ ＪＲ藤森地区 
③ 東福寺地区 

（鳥羽街道エリア） 
⑧ 西院地区 

④ 桃山御陵前地区 ⑨ 上桂地区 
⑤ 伏見地区 ⑩ 西大路地区 

凡 例 

重点整備地区 

（令和３年度事業実施） 
 

重点整備地区（事業中） 
    
 

重点整備地区(完了：７地区) 
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各地区の令和３年度事業実施箇所及び進捗状況（令和３年 12月時点） 

①河原町地区 

 

＜令和３年度 事業実施箇所＞ 

・河原町通（河原町三条交差点） Ｌ＝８０ｍ （工事中） 

 ※ 三条通（河原町通～三条大橋間）の無電柱化事業に併せて実施。 

【写真：河原町三条交差点】 

 

      

 

 

 

 

 

 

（西→東）          

＜進捗状況（令和３年１２月末時点）＞ 

 整備率：約９７％ 

河原町通（河原町三条交差点） 

 無電柱化事業に併せてバリアフリー化（工事中） 

交差点部の歩道拡幅等を実施し，より安

全・快適に通行できるよう工事を進めてい

きます。 

阪急河原町駅 

凡 例 

    ：令和３年度実施 

：工事中 

   ：整備完了 

   ：未整備 

   ：無電柱化事業区間※ 

    ※特定道路でない 



19 

 

②東福寺地区 

 

＜令和３年度 事業実施箇所＞ 

・四ノ宮四ツ塚線（九条跨線橋北側側道） L＝１００ｍ （完了） 

 

 

【写真：四ノ宮四ツ塚線（九条跨線橋北側側道）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜進捗状況（令和３年１２月末時点）＞ 

 整備率：約５８％ 

 

四ノ宮四ツ塚線（九条跨線橋北側側道

） 

歩道の段差・勾配改善等（工事） 

京阪東福寺駅 

JR 東福寺駅 

凡 例 

    ：令和３年度実施 

：工事中 

   ：整備完了 

   ：未整備 
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③東福寺地区（鳥羽街道エリア） 

 
＜令和３年度 事業実施箇所＞ 

・一橋緯２－１号線他          L＝１３０ｍ （完了） 

 

【写真：一橋緯２－１号線他】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（整備前）                  (整備後) 
 

＜進捗状況（令和３年１２月末時点）＞ 

 整備率：１００％ 

一橋緯２－１号線他 

歩行空間の明確化等（工事） 

京阪鳥羽街道駅 

凡 例 

    ：令和３年度実施 

：工事中 

   ：整備完了 

   ：未整備 
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④桃山御陵前地区 

 
＜令和３年度 事業実施箇所＞ 
 ・伏見柳谷高槻線（大手筋通）   L＝２８０ｍ （工事中） 
・大津淀線（大手筋通）      L＝１４０ｍ （完了） 

 ・伏見港京都停車場線（竹田街道） L＝１９０ｍ （完了） 

 

【写真：伏見港京都停車場線（竹田街道）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

         （整備前）                                   (整備後) 

 

＜進捗状況（令和３年１２月末時点）＞ 
 整備率：約８０％ 

伏見柳谷高槻線（大手筋通） 

無電柱化事業に併せてバリアフリー化（工事中） 

伏見港京都停車場線（竹田街道） 

歩道の段差・勾配改善等（工事） 

近鉄桃山御陵前駅 

凡 例 

    ：令和３年度実施 

：工事中 

   ：整備完了 

   ：未整備 

大津淀線（大手筋通） 

歩道の段差・勾配改善等（工事） 
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⑤伏見地区 

 
＜令和３年度 事業実施箇所＞ 

 ・大津淀線（師団街道） Ｌ＝３２０ｍ （完了） 

 

【写真：大津淀線（師団街道）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜進捗状況（令和３年１２月末時点）＞ 

 整備率：約２７％（国道部を除く。） 

 

大津淀線（師団街道） 

 歩行空間の明確化等（工事） 

近鉄伏見駅 

凡 例 

    ：令和３年度実施 

：工事中 

   ：整備完了 

   ：未整備 
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⑥大宮地区 

 
＜令和３年度 事業実施箇所＞ 
・後院通                                L＝７８０ｍ （工事中） 

 ・大宮通                 L＝５１０ｍ （設計） 
 ・京都広河原美山線（堀川通）（西側歩道） L＝８００ｍ （設計） 

 

【写真：後院通】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜進捗状況（令和３年１２月末時点）＞ 

 整備率：０％ （計画策定時点で整備済の三条通を除く。） 

後院通 

無電柱化事業に併せてバリアフリー化（工事中） 

大宮通 

 歩行空間の明確化等（設計） 

歩道拡幅とともに無電柱化事業を実施

し，より安全・快適に通行できるよう工

事を進めていきます。 

京都広河原美山線（堀川通）（西側歩道） 

 歩道の段差・勾配改善等（設計） 

阪急大宮駅 

凡 例 

    ：令和３年度実施 

：工事中 

   ：整備完了 

   ：未整備 
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⑦ＪＲ藤森地区 

 

＜令和３年度 事業実施箇所＞ 

・本町通 L＝７５０ｍ （設計） 

 

【写真：本町通】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜進捗状況（令和３年１２月末時点）＞ 

 整備率：０％ （他地区で整備済の大津淀線（大岩街道）を除く。） 

本町通 

歩行空間の明確化等（設計） 

路側帯のカラー舗装化等を実施し，より安

全・快適に通行できるよう設計に取組んで

います。 

JR 藤森駅 

凡 例 

    ：令和３年度実施 

：工事中 

   ：整備完了 

   ：未整備 
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⑧西院地区 

 
＜令和３年度 事業実施箇所＞ 

・二条停車場嵐山線（三条通） L＝３５０ｍ （設計） 

・佐井通（春日通）      L＝４００ｍ （工事中） 

・高辻通           L＝１７０ｍ （工事中） 

 

【写真：佐井通（春日通）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜進捗状況（令和３年１２月末時点）＞ 

 整備率：０％  

歩道の段差・勾配の改善等を実施し，よ

り安全・快適に通行できるよう設計に取

組んでいます。 

阪急西院駅 

高辻通 

歩道の段差・勾配改善等（工事） 

佐井通（春日通） 

歩道の段差・勾配改善等（工事） 

二条停車場嵐山線（三条通） 

歩道の段差・勾配改善等（設計） 

凡 例 

    ：令和３年度実施 

：工事中 

   ：整備完了 

   ：未整備 
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⑨上桂地区 

 

＜令和３年度 事業実施箇所＞ 

・桂緯２２６号線 L＝３００ｍ （設計） 

・桂経３６号線  L＝２３０ｍ （設計） 

 

【写真：桂緯２２６号線】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜進捗状況（令和３年１２月末時点）＞ 

 整備率：０％  

歩道の段差・勾配の改善等を実施し，よ

り安全・快適に通行できるよう設計に取

組んでいます。 

桂経３６号線 

歩道の段差・勾配改善等（設計） 

桂緯２２６号線 

歩道の段差・勾配改善等（設計） 

阪急上桂駅 

凡 例 

    ：令和３年度実施 

：工事中 

   ：整備完了 

   ：未整備 
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⑩西大路地区 

 
＜令和３年度 事業実施箇所＞ 
・①京都環状線（西大路通） L＝７７０ｍ （工事）  
・②京都環状線（西大路通） L＝２５０ｍ （設計） 
・西寺緯９号線       L＝３００ｍ （設計） 

 

【写真：西寺緯９号線】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜進捗状況（令和３年１２月末時点）＞ 

 整備率：０％  

路側帯のカラー舗装化等を実施し，より安

全・快適に通行できるよう設計に取組んで

います。 

西寺緯９号線 

歩行空間の明確化等（設計） 

②京都環状線（西大路通） 

歩道の段差・勾配改善等（設計） 

①京都環状線（西大路通） 

歩道の段差・勾配改善等（工事） 

JR 西大路駅 

凡 例 

    ：令和３年度実施 

：工事中 

   ：整備完了 

   ：未整備 
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◆ソフト面の取組 

○心のバリアフリーに関する周知【継続】 

（１）「心のバリアフリー」ハンドブックの改正および周知チラシの配布 

 ・バリアフリー法の改正により，「心のバリアフリー」の推進がより明確に位置付けら

れたことや，ヘルプマークやこども車いすマークといった新たなマークが普及してき

たことなど，「心のバリアフリー」を取り巻く状況が変化してきていることを踏まえ，

令和３年 3月にハンドブックを改訂した。 

・「心のバリアフリー」ハンドブック周知チラシの作成 

  →各区役所，駅等で配架（令和３年１２月１日～３１日※ 主要駅２６駅で計１３００

枚配架）。 

※１２月３日～９日の障害者週間（障害者基本法）を含む期間で設定 

   
＜「心のバリアフリー」ハンドブック＞ 

 

 
（表）                                （裏） 
＜「心のバリアフリー」ハンドブック周知チラシ＞ 

２次元コードから

「心のバリアフリ

ー」ハンドブックが

ダウンロード可能 



29 

 

（２）バリアフリーをテーマとした小学校授業に参加 

 ⇒京都市職員がバリアフリーをテーマにした小学４年生の「総合的な学習」の授業

に講師として参加（令和３年１２月京都市立高倉小学校）。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

授業のようす 

（３）ヘイトスピーチに関する啓発 

・本市が発行している人権総合情報誌「きょう☆COLOR」vol.16（令和 3年 12月

号）において，ヘイトスピーチに関する特集記事を掲載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［授業内容］ 

・児童がこれまでの授業で，バリアフリーに関して学んだこと，調査したこと，自分の意見

等を発表し，それに対して市職員の立場からコメント 

・バリアフリー化推進における京都市の理念・取組について説明 

・心のバリアフリーハンドブックの周知および周知チラシの配布 

・質疑応答等 
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・１２月の人権月間に合わせて，ヘイトスピーチの啓発ポスター及びチラシを京都市

営地下鉄や市関係機関など，約１２０箇所へ掲示，配架。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
（４）「障害を理由とする差別の解消のための事例集」の作成 

・障害を理由とする差別や合理的配慮について，市民や事業者の理解を深めるため

の啓発を一層推進するため、京都府・京都市が共同で作成（令和３年１２月）。 
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（５）市民しんぶんへの記事掲載（12月号・障害者週間に合わせた啓発） 

・ 12月３日～９日が障害者週間である（障害者基本法）ことから，期間に合わせて

ヘルプマーク・ヘルプカード等についての記事を掲載。 

 
 

（６）ほほえみ交流活動支援事業の実施 

・ ほほえみ交流活動支援事業 … 学校や地域などで，障害のある人とない人が相

互に交流する機会を広げることにより，障害や障害のある人への理解を深めること

を目的とした取組。京都の障害者団体などが小中学校や児童館と協働で実施し

ており，障害の体験・交流学習や出前講演，障害者福祉施設の見学・交流学習な

ど様々な学習ができる。 

・令和３年度は，４９件（予定含む）の事業を実施済み・実施予定である（令和４年 1

月時点）。 

  
事業実施中のようす（身体に障害のある方（車いすの方）のお話と車いす操作の学習） 

 

（7）ヘルプマーク・ヘルプカードに関する研修 

・ ヘルプマーク・ヘルプカードについて，中京区民生児童委員会心身障害者福祉専

門部会への研修講演会に本市職員が講師として参加（令和３年１２月）。 

 


